
     宗   像   市   ・   玄   海   町   現   況   課   題   調   査   票
［　様　式　２　］

　　　　　　　（調整案）
　　　　　　　　使用料、手数料等については、受益者負担のあり方、負担の公平性、あるいは財政状況を勘案しながら、項目別に調整を図るものとする。
　　　　　　　　　 （1） ２市町における同一又は、同種の使用料、手数料等については、原則統一するものとし、新市の発足前に事前調整を行う。
　　　　　　　　　 （2） ２市町における独自の使用料、手数料等については、他の使用料、手数料等との関係を考慮しながら、適切な負担を検討する。

◇行財政小委員会

◎ 宗像市行政財産使用料条例（抜粋） ◎ 玄海町行政財産使用料条例（抜粋）

 ◆漁港施設 ◆漁港施設 ◆漁港施設使用料については、玄海町の例により調整する。

なし 岸壁、物揚場及び船揚場を使用するとき。

○町内に船籍を有する漁船以外の船舟（避難のために入港した船舟を除く。）

○町以外に船籍を有する船舟（避難のために入港した船舟を除く。）

 

1本につき 年額

〃 〃

調　　整　　内　　容

協議項目第９号 使用料・手数料等の取扱い（その１）

宗　　像　　市　　の　　現　　況 玄　　海　　町　　の　　現　　況

電柱等

電話柱

建物その他工
作物等を設置
する場合

調　整　の　具　体　的　内　容

２００円

単　位 料　金 備　考

〃 〃 ８０円

５５０円

備　　　　考

土
地
・
建
物

区　分

工作物を設置
しない場合

月額 ２５円
1平方メー
トルにつき

２００円

１日未満の端数があるときは、１日とし
て計算する。

総トン数２０トン以上 １００円

総トン数　５トン以上
５０円 １００円

　　　　　２０トン未満

３００円

区　　分
料金（日額）

総トン数　５トン未満 ３０円 ５０円

漁　船 漁船以外の船舟

区　　分 料金（月額） 備　　　　考

総トン数　５トン未満 １００円
１月未満の端数があるときは、その端数が１５日以
内のときは半月分、１５日を越えるときは１月分とし
て計算する。

総トン数　５トン以上
２００円

　　　　　２０トン未満

総トン数２０トン以上

１　１月未満の端数があるときは、１月として
　計算する。
２　１平方メートル未満の端数があるときは、
　１平方メートルとして計算する。
３　１年未満の端数があるときは、１年として
　計算する。
４　１メートル未満の端数があるときは、１メー
　トルとして計算する。



［　様　式　２　］

◆土地建物 ◆土地建物 ◆土地建物使用料については、宗像市の

　 例により調整する。

備考

1

2

◆自動販売機等 ◆自動販売機等 ◆自動販売機等設置使用料については、

 　 基本的には宗像市の例により調整する。

 １台当
 使用面積　0.5㎡以上 １台当

　　　　　　　１㎡未満のもの １台当
使用面積　１㎡以上のもの

使用面積１㎡以上のもの

　備考
1 1 使用面積が1.5㎡を超える場合で、0.1㎡未満の端数があるときは、

当核端数は0.1㎡として計算する。
2

2 使用許可の期間が1年未満であるとき又はその期間に１年未満の
3 端数があるときは、月割をもって計算する。

８０円

２５円

自
動
販
売
機
等

清
涼
飲
料
水
等

使用料の額(月額)

1台当り　2,600円　

1台当り　3,900円　

１台当り使用面積１㎡の場合にあっては
3,900円、使用面積１㎡を超える場合に
あっては0.1㎡を増すごとに40円を加算し
た額

使用面積　0.5㎡未満のもの

     宗   像   市   ・   玄   海   町   現   況   課   題   調   査   票

区　　分

区　分 備　考

使用料の額（年額）

調　　整　　内　　容

協議項目第９号 使用料・手数料等の取扱い（その１）

料　金

自
動
販
売
機
等

使用面積0.5㎡未満のもの 　　３，９７０円
使用面積0.5㎡以上１㎡未満のもの 　　７，９４０円
使用面積１㎡以上1.5以下のもの 　１１，９２０円

使用面積1.5㎡を超えるのもの
１台当11,920円に0.1㎡増すごとに
1,190円を加算した額

使用料の額は、表に揚げる額に100分の105を乗じて得た額（10円未満の
端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。）

使用面積を加算する場合において0.1㎡未満の端数があるときは、0.1㎡と
して計算する。

使用許可の期間が１年未満であるとき又はその期間に１年未満の端数が
あるときは月額をもって計算し、なお、１年未満の端数があるときは、１月と
して計算する。

煙
草
等

使用面積0.5㎡未満のもの

使用面積0.5以上１㎡未満のもの

備考

１台当り　　1,100円

１台当り　　1,300円

１台当り使用面積１㎡の場合にあっては
1,300円、使用面積１㎡を超える場合に
あっては0.1㎡を増すごとに20円を加算し
た額

区　　分

宗　　像　　市　　の　　現　　況 玄　　海　　町　　の　　現　　況 調　整　の　具　体　的　内　容

使用面積が1㎡未満であるとき又は使用面積に1㎡未満の端数があるとき
は、1㎡として計算する。

使用許可の期間が1年未満又はその期間に1年未満の端数があるときは、
月額をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、日割りをもって
計算する。

区　分 金額（月額）

土地

当該行政財産の管理者が備えつけている行政財産台帳の台帳価
格に1,000分の5を乗じて得た額。ただし、使用期間が1月未満の使
用料は当該使用料に100分の105を乗じて得た額（10円未満の端
数が生じたときは、その端数は切り捨てる。）

建物その他工
作物等を設置
する場合

〃 〃

建物

当該行政財産の管理者が備えつけている行政財産台帳の台帳価
格に1,000分の6を乗じて得た額と当該建物の建て面積相当の土
地使用料の額との合計額に100分の105を乗じて得た額（10円未満
の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。）

土
地
・
建
物

工作物を設置
しない場合

1平方メー
トルにつき

月額

単　位

１　１月未満の端数があるときは、１月
　として計算する。
２　１平方メートル未満の端数があると
　きは、１平方メートルとして計算する。
３　１年未満の端数があるときは、１年
　として計算する。
４　１メートル未満の端数があるときは、
　１メートルとして計算する。



     宗   像   市   ・   玄   海   町   現   況   課   題   調   査   票

［　様　式　２　］

◎  税務関係手数料一覧 ◎  税務関係手数料一覧

 ◆証明書関係  ◆証明書関係 ◆税務関係手数料については、現行料金を基準として
 番号 種別 単位 料金 備考  番号 種別 単位 料金 備考 　新市において調整する。
1 市県民税所得証明書 １枚        ２００円 1 町県民税所得証明書 １通        ２００円

 2 市県民税所得課税証明書 １枚        ２００円  2 町県民税所得課税証明書 １通        ２００円 ◆両市町で差違のある手数料については、次のとおり
 3 市県民税課税証明書 １枚        ２００円  3 町県民税課税証明書 １通        ２００円 　取り扱うものとする。
 4 固定資産税課税証明書 １枚        ２００円  4 固定資産税課税証明書 １通        ２００円 　・土地台帳又は家屋台帳の閲覧手数料については、
5 市県民税非課税証明書 １枚        ２００円 5 町県民税非課税証明書 １通        ２００円 　　宗像市の例により調整する。
6 市県民税納税証明書 １枚        ２００円 6 町県民税納税証明書 １通        ２００円 　・地籍図の複写手数料については、２００円とする。
7 固定資産税納税証明書 １枚        ２００円 7 固定資産税納税証明書 １通        ２００円
8 国民健康保険税納税証明書 １枚        ２００円 8 国民健康保険税納税証明書 １通        ２００円
9 法人市民税納税証明書 １枚        ２００円 9 法人町民税納税証明書 １通        ２００円
10 軽自動車税納税証明書（一般） １枚        ２００円 10 軽自動車税納税証明書（一般） １通        ２００円
11 市税の滞納がない証明書 １枚        ２００円 11 町税の滞納がない証明書 １通        ２００円
12 評価証明書 １枚        ２００円 ５筆ごと 12 評価証明書 １通        ２００円 ５筆ごと
13 公課証明書 １枚        ２００円 ５筆ごと 13 公課証明書 １通        ２００円 ５筆ごと
14 資産証明書 １枚        ２００円 14 資産証明書 １通        ２００円
15 無資産証明書 １枚        ２００円 15 無資産証明書 １通        ２００円
16 家屋証明書 １枚        ２００円 16 名寄せ １通        ２００円
17 名寄せ １通        ２００円 17 １件        ２００円
18 事業所証明書 １枚        ２００円 　    １，５００円
19 字図土地台帳閲覧 １件        ２００円 10筆ごと 18 地籍図の謄写 １枚        ２００円
20 字図謄写 １枚        ２００円 19 地籍図のコピー複写　 １枚        １００円 　
21 臨時運行許可 １両        ７５０円 20 住宅用家屋証明書 １通    １，３００円
22 住宅用家屋証明書 １件    １，３００円

◆徴収関係 ◆徴収関係
1 督促手数料 １通    １００円 1 督促手数料 １通    １００円

土地台帳又は家屋台帳の閲覧

宗　　像　　市　　の　　現　　況 玄　　海　　町　　の　　現　　況

協議項目第９号 使用料・手数料等の取扱い（その１）

調　　整　　内　　容

調　整　の　具　体　的　内　容

10筆以内
　30分毎 10筆超え



宗　像　市　・　玄　海　町　課　題　調　整　案
［　様　式　２　］

宗     像     市     の     現     況 玄     海     町     の     現     況 調   整   の   具   体   的   内   容

◇生活環境小委員会

（１）　戸籍謄抄本交付手数料 １通につき 450円 （１）　戸籍謄抄本交付手数料 １通につき 450円

（２）　戸籍記載事項証明書交付手数料 証明事項１件につき 350円 （２）　戸籍記載事項証明書交付手数料 証明事項１件につき 350円

（３）　除籍謄抄本手数料 １通につき 750円 （３）　除籍謄抄本交付手数料 １通につき 750円

（４）　除籍記載事項証明書交付手数料 証明事項１件につき 450円 （４）　除籍記載事項証明書交付手数料 証明事項１件につき 450円

（５）　戸籍届出受理証明交付手数料 １通につき 350円 （５）　戸籍届出受理等証明書交付手数料 １通につき 350円
　ただし、上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は 　ただし、上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は
　認知の届出の受理証明手数料は、 1通につき  　　　　　 1,400円 　認知の届出の受理証明手数料は、 1通につき    　 　　　1,400円
　届書記載事項証明書交付手数料 証明事項１件につき 350円

（６）　届書その他書類閲覧手数料 書類１件につき 350円 （６）　戸籍届書等閲覧手数料 書類１件につき 350円

（７）　戸籍記録全部又は一部事項証明書交付手数料 （７）　なし
１通につき 450円

（８）　除籍記録全部又は一部事項証明書交付手数料 （８）　なし
１通につき 750円

（９）　住民票閲覧手数料 １件につき 200円 （９）　住民票閲覧手数料 １人につき30分ごとに 1,500円

（10）　住民票記載事項証明書交付手数料 証明事項１件につき 200円 （10）　住民票記載事項証明書交付手数料 １件につき 200円

（11）　住民票交付手数料　 １通につき 200円 （11）　住民票交付手数料　 １通につき 200円

（12）　戸籍附票交付手数料 １通につき 200円 （12）　戸籍附票交付手数料 １件につき 200円

（13）　登録原票記載事項証明書交付手数料１通につき 200円 （13）　登録原票記載事項証明書交付手数料１件につき 200円

（14）　登録原票の写し交付手数料 １通につき 200円 （14）　登録原票の写し交付手数料 １通につき 200円

調　　整　　内　　容

協議項目第９号 使用料・手数料等の取扱い（その１）

（１）～（６）　両市町に相違がないため、現行のとおりとする。

（７）、（８）　戸籍記録全部又は一部事項証明書交付手数料及び、除籍記録
　　　　　 　 全部又は一部事項証明書交付手数料については、宗像市の例
　　　　　 　 により調整する。

（９）　住民票閲覧手数料については、宗像市の例により調整する。

（10）～（14）　両市町に相違がないため、現行のとおりとする。



宗　像　市　・　玄　海　町　課　題　調　整　案
［　様　式　２　］

宗     像     市     の     現     況 玄     海     町     の     現     況 調   整   の   具   体   的   内   容

（15）　印鑑登録証交付手数料 １件につき 200円 （15）　印鑑登録証交付手数料 １通につき 200円
※再交付の場合 500円

（16）　印鑑登録証明書交付手数料 １通につき 200円 （16）　印鑑登録証明書交付手数料 １通につき 200円

（17）　印鑑登録証明書交付手数料（認可地縁団体）１通につき 　　200円 （17）　印鑑登録証明書交付手数料（認可地縁団体）１通につき  　200円

（18）　その他の証明書交付手数料 １通につき 200円 （18）　身元証明書交付手数料 １件につき 200円

（19）　市民カード交付手数料 １件につき 200円 （19）　なし

（20）　鳥獣飼養許可書の交付手数料又は更新手数料 （20）　鳥獣飼養許可書の交付手数料又は更新手数料
　　　　若しくは再交付手数料 1件につき　   　　3,400円 　　　  若しくは再交付手数料  １件につき    　　 　3,400円

調　　整　　内　　容

協議項目第９号 使用料・手数料等の取扱い（その１）

（15）　印鑑登録証交付手数料については、宗像市の例により調整する。

（16）～（18）　両市町に相違がないため、現行のとおりとする。

（19）　市民カード交付手数料については、宗像市の例により調整する。

（20）　両市町に相違がないため、現行のとおりとする。



宗　像　市　・　玄　海　町　課　題　調　整　案

宗　　像　　市　　の　　現　　況 玄　　海　　町　　の　　現　　況 調　整　の　具　体　的　内　容

◇健康福祉小委員会

◆メイトム宗像会議室等利用料 ◆ゆうゆうぷらざ使用料金 総合保健福祉センターの施設使用料については、
現行のとおりとする。

単位

１時間

１時間

１時間

１時間

１時間

１時間

１時間

１時間

１時間

１時間

○ 女性センター結工房利用料 １時間

１回

１時間

１回

１冊

１時間

○ デイサービスセンター入浴・カラオケ利用料（一般開放分）

（１） 行政機関及び保健・福祉関係団体が使用する場合は、無料とする。

（２） 玄海町に居住する人以外の使用は、使用料及び冷暖房料の額を５割増し

とする。

（３） 機能訓練室１については、身体障害者及び６５歳以上の人が機能訓練に

使用する場合は無料とする。

（４） 浴室については、６５歳以上の人及び中学生以下の人が使用する場合は

無料とし、障害者が使用する場合は、本人及び介護人１名が無料となります。

浴　室 200円 200円 －

健康器具利用 1,000円 1,000円 －

健康器具利用 100円 100円 －

機能訓練室　２ 600円 700円 550円

訓練器具利用 100円 100円 －

機能訓練室　１ 600円 700円 550円

調理実習室 550円 650円 550円

研修室　２ 350円 400円 300円

研修室　１ 350円 400円 300円

サークル室　３ 200円 250円 200円

サークル室　２ 100円 150円 100円

サークル室　１ 100円 150円 100円

２階和室　２ 100円 150円 100円

２階和室　１ 100円 150円 100円

１階和室　２ 600円 700円 550円

１階和室　１ 600円 700円 550円

基本使用料
冷暖房使用料

施設名 ９：00～17：00 1７：00～22：00

入浴（１回あたり） １９５ 円

リフレッシュルーム（１時間あたり） ６７０ 円

調理コーナー 　　５００円

施設名 使用料

50円

施設名 使用料（１区分）

テーブル（工房テーブル、裁縫テーブル各２台） 　　２５０円（１台あたり）

録音室 440円 660円 660円

350円

茶室 440円 660円 660円 50円

調理実習室 1,300円 2,000円 2,000円

150円

２０３会議室 440円 660円 660円 200円

２０２会議室 800円 1,200円 1,200円

150円

２０１会議室 440円 660円 660円 150円

和室 900円 1,300円 1,300円

600円

健診室 800円 1,200円 1,200円 300円

多目的ホール 1,300円 2,000円 2,000円

基本使用料 冷暖房使用料

施設名 9：00～12：00 13：00～17：00 18：00～22：00 （1時間あたり）

［　様　式　２　］

調    整    内    容

協議項目第９号 使用料・手数料等の取扱い（その１）



宗　像　市　・　玄　海　町　課　題　調　整　案

宗　　像　　市　　の　　現　　況 玄　　海　　町　　の　　現　　況 調　整　の　具　体　的　内　容

◆ 健診費用・・・・・無料 ◆ 健診費用・・・・・自己負担あり

（１）基本健診（地域健診） 無料 　
ただし、喀痰検査を受ける70歳未満の人は300円

（２）総合がん検診（地域健診）
① 胃がん 500円
② 子宮がん 400円
③ 乳がん 100円
④ 大腸がん 500円
＊①～③は70歳以上は無料
    ④は年齢を問わず全員徴収

（３）センター健診
① 基本健診 無料
② 結核・肺がん（胸部Ｘ-Ｐ） 無料
③ 胃 500円
④ 子宮 400円
⑤ 乳 100円
⑥ 大腸 500円
⑦ 喀痰 300円
＊③～⑤、及び⑦は70歳以上無料
   ⑥は全員徴収
 

調    整    内    容

［　様　式　２　］

協議項目第９号 使用料・手数料等の取扱い（その１）

　健診費用については、健康管理の自己責任の原則に照らし、
　住民が保健サービス　を受ける機会を損なわない範囲で、費
　用徴収を行うものとする。



宗　像　市　・　玄　海　町　課　題　調　整　案

宗　　像　　市　　の　　現　　況 玄　　海　　町　　の　　現　　況 調　整　の　具　体　的　内　容

◆保育所徴収金基準額表（平成12年度）
保育所保育料については、宗像市の例により調整する。

基準額 半　額 1/10

1 Ａ 0 0 0 0 0 0

Ｄ１ 　　　１円以上　 ～　 10.000円未満 26,500 13,250 2,650 23,500 11,750 2,350

Ｄ２ 10.000円以上　 ～　 40.000円未満 30,000 15,000 3,000 27,000 13,500 2,700

37,030 18,510 3,700

40.000円以上　 ～ 　90.000円未満 39,660 19,830 3,960

30,810 15,400 3,080

37,030 18,510 3,700

90.000円以上　 ～ 　140.000円未満 44,500 22,250 4,450

30,810 15,400 3,080

37,030 18,510 3,700

140.000円以上  ～  370.000円未満 61,000 30,500 6,100

30,810 15,400 3,080

37,030 18,510 3,700

　370.000円以上  ～ 80,000 40,000 8,000

30,810 15,400 3,080

　　　

　　　　　　　

　　　

　　　　　　　

各月初日の在籍措置児童の属する世帯の階層区分 徴  収  金  基  準  額  表　　（月額）

3歳未満児の場合

［　様　式　２　］

調    整    内    容

協議項目第９号 使用料・手数料等の取扱い（その１）

3歳以上児の場合

基準額 半　額 1/10
3歳－上段、4歳以上児－下段

年
　
　
下

2 Ｂ 市町村民税非課税世帯

生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む）

9,000 4,500 900 6,000 3,000 600

3 Ｃ 市町村民税課税世帯 19,500 9,750 1,950 16,500 8,250 1,650

4

年
　
　
上

5

Ｄ３

Ｄ４

6 Ｄ５

7 Ｄ６

１、同一世帯から２人以上の児童が入所している場合
　（１） B階層～D2階層に属する世帯
　　　　もっとも徴収基準額が低い児童は基準額を、次ぎに低い児童は１/２を、
　　　　それ以外の児童は１/１０を適用する。
　（２） D3階層～D6階層に属する世帯
　　　　もっとも徴収基準額が高い児童は基準額を、次ぎに高い児童は１/２を、
　　　　それ以外の児童は１/１０を適用する。
２、「母子世帯等」、「在宅障害児　（者）　のいる世帯」 、 「その他の世帯」 の徴収金
　　算定基準は、国の示した基準とする。

半額
区分

国の
階層
区分

現行
階層
区分

定　義

Ａ階層及びＤ階層を
除き、前年度分の市
町村民税の額の区分
が次の区分に該当す
る世帯

Ａ階層を除き前年
分の所得税課税世
帯であってその所
得税の額の区分が
次の区分に該当す
る世帯



宗　像　市　・　玄　海　町　課　題　調　整　案
［　様　式　２　］

◆学童保育事業 ◆学童保育事業

○ 学童保育児童数 ○ 学童保育児童数 学童保育事業については、宗像市の例により調整する。
平成１２年度

小１～小３ その他 小１～小３ その他 小１～小３ その他 障害児 父母子

赤間 50 12 49 27 67 29 1 7 玄海小 15 1 2

自由ヶ丘 24 10 37 8 40 10 2 16 玄海東小 8 1 3

自由ヶ丘南 36 15 36 19 35 22 0 1 小計 23 2 5

赤間西 40 7 42 10 43 11 1 7 30

河東 35 10 33 13 41 20 1 9
河東西 37 6 43 8 44 12 0 4 ○ 学童保育保育料
東郷 30 18 42 13 42 20 1 11 ３，５００円
日の里東 30 4 36 7 34 10 0 6
日の里西 47 13 39 15 42 15 2 14 ○ 傷害保険料
南郷 21 10 21 11 24 12 0 5 １，８００円
吉武 - - 8 6 12 6 0 2

350 105 386 137 424 167 8 82
455 523 591

○ 学童保育保育料
基準　　　６，５００円 兄弟姉妹　　　５，５００円 父母子　　３，５００円

小１～小３

合　　計

協議項目第９号 使用料・手数料等の取扱い（その１）

宗     像     市     の     現     況 玄     海     町     の     現     況

調    整    内    容

調　整　の　具　体　的　内　容

小　　　計
合　　　計

平成１０年度 平成１１年度 平成１２年度

その他 父母子



宗　像　市　・　玄　海　町　課　題　調　整　案
［　様　式　２　］

宗     像     市     の     現     況 玄     海     町     の     現     況 具  体  的  な  調  整  内  容

◇教育文化小委員会

①宗像ユリックス ②アクシス玄海    ①②③宗像ユリックス、アクシス玄海、中央公民館の使用料は、現行
  ・使用料は別紙   ・使用料は別紙 　・入場料徴収に対する加算金    のとおりとする。
　・入場料徴収に対する加算金 　　（１）～（３）まで宗像市に同じ
　　（１）～（３）まで省略 　　（４）入場料５，０００円以上のとき　　１００分の３００
　　（４）入場料５，０００円以上７，０００円未満のとき　　１００分の３００ 　・前項以外の場合で、営利目的のため使用する場合
　　（５）入場料７，０００円以上のとき　　１００分の５００ 　　（１）間接的　（基本使用料に１００分の１５０を乗じて得た額）
　・前項以外の場合で、営利目的のため使用する場合 　　（２）直接的　（基本使用料に１００分の３００を乗じて得た額）
　　（１）基本使用料に１００分の３００を乗じて得た額 　・使用料免除・減免措置
　・使用料免除・減免措置 使用料免除
　　宗像市なし 　  　（１）本町主催・共催行事
　・貸出し区分 　  　（２）本町教育委員会、公民館の主催・共催行事
　　午前・午後・夜間の３区分（区分帯で使用料が異なる）   　　（３）本町の小学校、中学校、幼稚園の教育行事

　  　（４）本町の条例、規則に規定する委員会等が主催する行事
使用料減免
  　　　６時間以上連続して使用する場合の使用料は、当該使用料に１００
　  　分の９０を、全日（９時から２２時）使用の場合の使用料は、当該使用

③宗像市中央公民館 　  　料に１００分の８０を乗じて得た額とする。
  ・使用料は別紙 　・貸出し区分

　　   ９時～１７時、１７時～２２時の2区分で使用料が異なり１時間単位で
　  　貸出ししている。

  ④玄海町民俗資料館  ④玄海町民俗資料館の使用料は、現行のとおりとする。
入館料
中学生以上２００円  団体（１５人以上）の場合は１５０円

協議項目第９号 使用料・手数料等の取扱い（その１）

調    整    内    容

備考
1　上記の使用料は、午前、午後、夜間ごととし、4時間を限度とする。ただ
    し、陶芸窯については、１０時間を限度とする。
2　電気料金として、ホール1、500円、舞台1、000円、その他の室は150円、
    陶芸窯についてはメーターの指示するとこるにより１キロワット当たり20円
    で算出した額を増とする。
3　入場料又は会費等を徴収して使用する場合は、定額の3倍の額とする。
4　使用時間が1区間に満たない場合でも、使用料は減免しない。
    改正（１２条例第１５号）



宗　像　市　・　玄　海　町　課　題　調　整　案
［　様　式　２　］

宗     像     市     の     現     況 玄     海     町     の     現     況 具  体  的  な  調  整  内  容

 ⑤宗像市コミュニティ･センター自由ケ丘会館、自由ケ分館使用料  ⑤⑥⑦ 玄海町なし
     ・宗像市コミュニティ・センター自由ケ丘会館使用料   ⑤⑥⑦宗像市コミュニティ･センター自由ケ丘会館、自由ヶ丘分館
   施設料金      宗像市コミュニティ・センター南郷会館、日の里地区公民館の使
施設名 使用料      用料は、現行のとおりとする。
研修室 ５５０円 ６００円
多目的ホールＡ ６５０円 ７００円

（１２３㎡）
多目的ホールＢ ６５０円 ７００円

（１２３㎡）
調理室 ４５０円 ５５０円

   備品使用料
備品名
調理台 　１台４時間につき　１１０円
放送設備 　４時間につき　２２０円

   備考
   １  上記の使用料は、午前、午後、夜間ごととし、４時間を限度とする。
   ２  照明使用の場合は、多目的ホールＡ及びＢは３００円、その他は１５０円
       増しとする。
   ３  入場料若しくは会費等を徴収して使用する場合又は営利を目的に使
      用する場合は、定額の３倍とする。
   ４  使用時間が、１区間に満たない場合においても、使用料は減免しない。

    ・自由ヶ丘分館使用料
施設名 使用料 冷暖房使用料
会議室Ａ ３５０円 ３５０円
会議室Ｂ ４００円 ４００円
会議室Ｃ ３５０円 ３５０円
和室Ａ ３５０円 ３５０円

和室Ｂ ３５０円 ３５０円
和室Ｃ ３５０円 ３５０円
小会議室 ２５０円 ２５０円

研修室 ７５０円 ８００円
   備考
   １  上記の使用料は、午前、午後、夜間ごととし、４時間を限度とする。
   ２  照明使用の場合は、１５０円増しとする。
   ３  入場料又は会費等を徴収して使用する場合は、定額の３倍の額とする。
   ４  使用時間が、１区間に満たない場合においても、使用料は減免しない。

使用料金

協議項目第９号 使用料・手数料等の取扱い（その１）

調    整    内    容

冷暖房使用料



宗　像　市　・　玄　海　町　課　題　調　整　案
［　様　式　２　］

宗     像     市     の     現     況 玄     海     町     の     現     況 具  体  的  な  調  整  内  容

 ⑥宗像市コミュニティ･センター南郷会館使用料
  施設使用料金
施設名 使用料 冷暖房使用料
研修室 ５５０円 ６００円
学習室Ａ ３５０円 ３５０円

（和室１０畳） （茶室として使用の場合１１０円増）

学習室Ｂ ２５０円 ２５０円

（和室６畳）
調理室 ３５０円 ３５０円
多目的ホールＡ ５５０円 ９５０円

（１１４㎡）
多目的ホールＢ ２５０円

（３６㎡）
団体室 ２５０円 ２５０円

  備品用品料金
備品名 使用料金
調理台 　１台４時間につき　１１０円
放送設備 　４時間につき　２２０円

    備考
   １　上記の使用料は、午前、午後、夜間ごととし、4時間を限度とする。
   ２　照明使用の場合は、多目的ホール600円、その他は150円増しとする。
   ３　入場料若しくは会費等を徴収して使用する場合又は営利を目的に使 　  
       用する場合は、定額の3倍とする。
   ４　使用時間が、1区間に満たない場合においても、使用料は減免しない。

 ⑦日の里地区公民館の使用料
施設名 使用料
ホール １，１００円 １，２００円
和室Ａ ３５０円 ３５０円
和室Ｂ ３５０円 ３５０円
研修室Ａ ３５０円 ３５０円
研修室Ｂ ３５０円 ３５０円
研修室Ｃ ７００円 ７００円
調理室 ６００円 ６００円

   備考
   １　上記の使用料金は、午前、午後、夜間ごととし、4時間を限度とする。
   ２　照明使用の場合は、ホール600円、その他は150円増とする。
   ３　入場料又は会費等を徴収して使用する場合は、定額の3倍の額とする。　
   ４　使用時間が1区間に満たない場合でも使用料は減免しない。
   ５　調理台使用の場合は、1台につき110円(4時間まで)とする。

冷暖房使用料

協議項目第９号 使用料・手数料等の取扱い（その１）

調    整    内    容



宗　像　市　・　玄　海　町　課　題　調　整　案
［　様　式　２　］

宗     像     市     の     現     況 玄     海     町     の     現     況 具  体  的  な  調  整  内  容

 ⑧小・中学校施設の使用料   ⑧小・中学校施設の使用料 （全面2時間当たり、円）   ⑧小･中学校施設の使用料は、宗像市の例により調整する。
（消費税込み）

基本使用料 町内 町内外 町外
4時間まで ６５０円 ２時間まで 体育館 無料 600 1,200
１時間増 照明料 450 450 450
すごとに 運動場 無料 1,200 2,500

ナイター施設 ２時間 ７、５００円
多目的教室 2時間 ４００円
図工室 2時間 ４００円
音楽室 2時間 ４００円
家庭科室 2時間 ４００円
和室 2時間 ４００円

ミーティング室Ａ 2時間 ４００円   ⑨ Ｂ＆Ｇ海洋センターの使用料（全面2時間当たり、円）（消費税別）   ⑨B＆G海洋センターの使用料は、新市の発足前に事前調整を行う。
ミーティング室Ｂ 2時間 ４００円 町内 町内外 町外    ・無料を廃止する。
コンピューター室 2時間 ４００円 体育館 無料 600 1,200
ランチルーム 2時間 ４００円 照明料 450 450 450

備考 会議室 250 500 500
１  中学校体育館の使用料については、体育館の半面を基準とする。
2  ナイター施設の使用期間は、4月１日から１０月３１日までとし、使
      用時間は１９時から２１時までとする。
備考
1  火曜日から金曜日まで（国民の休日に関する法律（昭和２３年法律
    第１７８号）に規定する休日を除く。）の９時から１７時までに大体育   ⑩Ｂ＆Ｇ海洋センタープールの使用料 （円）            （消費税別）   ⑩B＆G海洋センタープールの使用料は、新市の発足前に事前調整
    室を専用する場合（使用者が入場料を徴収する場合を除く。）の使      を行う。
   用料の額は、この表に掲げる使用料の２分の１の額とする。 大人（高校生以上）
２  この表に掲げる使用料の計算において、１時間未満の時間はこれ 小人（小・中学生）
    を１時間とする。
  ⑪弓道場   ⑪弓道場の使用料は、現行のとおりとする。
（１） 個人使用料 （２時間以内）

区分 使用料金
小中学生 ５０円
高校生 １１０円
一般 １６０円

（２）  専用使用料
区分 使用料金 照明料金
２時間以内 １、０００円 ２００円
1時間増すごとに ４７０円 １００円
備考  専用使用料の１時間増すごとに使用料４００円、照明料
        １００円を加算する。

１時間増

協議項目第９号 使用料・手数料等の取扱い（その１）

調    整    内    容

照明料金

１３０円

区分

小中学校体育館

使用料

250

町内 町外
250 350
130

区分

区分

区分

すごとに
４００円

８００円

河
東
西
小
学
校
特
別
教
室



宗　像　市　・　玄　海　町　課　題　調　整　案
［　様　式　２　］

宗     像     市     の     現     況 玄     海     町     の     現     況 具  体  的  な  調  整  内  容

 ⑫ 市民体育館  ⑫ 玄海町なし   ⑫市民体育館の使用料は､現行のとおりとする。
（１）  個人使用料
（１） 個人使用料   （２時間につき）

区分 使用料金
小中学生 ５０円
高校生 １１０円
一般 １６０円

備考  大体育室の個人使用の場合の照明料は、１時間につき
        400円を徴収する。

（２）  専用使用料
  （１時間につき）

区分 使用料金 照明料金
4分の１ 500円 400円
半面 700円 600円
4分の３ 950円 800円
全面 1、450円 1、200円

小体育室Ａ 600円
小体育室Ｂ 60０円
小体育室Ｃ 60０円
会議室Ａ 250円
会議室Ｂ 250円
大体育室 11、500円 1、200円
小体育室 4、800円

  ⑬宗像市なし   ⑬運動広場の使用料（全面2時間当たり、円） （消費税別）   ⑬運動広場の使用料は、新市の発足前に事前調整を行う。
区分 町内 町内外 町外    ・無料を廃止する。
野球場Ａ 無料 1800 3,600
照明料 5,600 7,500 10,000
野球場Ｂ 無料 1,800 3,600
テニスコート 無料 600 1,200
照明料 600 1,200 1,800

協議項目第９号 使用料・手数料等の取扱い（その１）

調    整    内    容

大
体
育
室

使
用
者
が
入
場
料
を

徴
収
し
な
い
場
合

使用者が入場料
徴収する場合



     宗   像   市   ・   玄   海   町   現   況   課   題   調   査   票

［　様　式　１　］

宗     像     市     の     現     況 玄     海     町     の     現     況 具  体  的  な  調  整  内  容

  ⑭宗像市なし   ⑭ ・幼稚園の入園料   ⑭幼稚園の入園料及び授業料については、新市において見直しを
検討する。

３才児    ５、０００円
４才児    ４、０００円
５才児    ３、０００円

・幼稚園の授業料
（月額）
６、０００円
（２人以上半額）
生活保護世帯無料

協議項目第９号 使用料・手数料等の取扱い（その１）

調    整    内    容



宗　像　市　・　玄　海　町　課　題　調　整　案

宗　　像　　市　　の　　現　　況 玄　　海　　町　　の　　現　　況 調　整　の　具　体　的　内　容

◇生活環境小委員会

① 水道料金 ① 水道料金
（料金） （料金及び使用料）
第29条  料金は、以下に定める水道使用料とメータ使用料の合計額に 第25条　水道使用料金は、次の表に定める料金と使用料の合計額
   100分の105を乗じて得た金額とする。ただし、その額に10円未満の 　（その金額に10円未満の端数が生じたときは切り捨てた額）とする。
   端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

（税抜き） （1）料金
料率（1月 基本料金 超過料金

につき） 水量 料金 水量 料金 水量 料金 水量 料金 水量 料金

種   類 円 円
及   び 10立方ﾒｰﾄﾙ 1立方ﾒｰﾄﾙ
用   途 まで につき
一般用 8ｍ3 円 円 円 円 円

専用 まで 5立方ﾒｰﾄﾙ 1立方ﾒｰﾄﾙ
給水 まで につき
装置 1,210 220 230 290 360 上記の金額には、消費税5．0％を含む。

湯屋用 10m3

まで

1,650 220円 （2）使用料

特 臨時用 1m3

別 につき 360

用 消火栓用 演習

1回10 1,480 1,480 円

分毎

共用 共用 10ｍ3

給水 （1戸につき） まで 1,020 180円 １００ミリメートル
装置 以上

上記の金額には、消費税5．0％を含む。
２．水道メータ使用料（1月につき） （税抜き）
口径 料金 口径 料金 口径 料金
１３ｍｍ 60 円 ５０ｍｍ 1,270円 200mm       6,400円
２０ｍｍ 100 円 ７５ｍｍ 1,700円 250mm 10,600円
２５ｍｍ 120 円 １００ｍｍ 2,200円 300mm 15,300円
４０ｍｍ 240 円 １５０ｍｍ 4,200円

［　様　式　２　］

協議項目第９号 使用料・手数料の取扱い（その２）

調    整    内    容

給水装置
種　　　別

専用給水

装　　　置

用途別
基本料金（月額）

1,890

2,310

超過料金
水量 料金 水量 料金

262

294

使　用　料 使　用　料

一般用

一時用

10ｍ
3
を

超える部

分10ｍ
3

につき

７５ミリメートル

管理者が定める

１４７円

１２６円

２８３円４０ミリメートル

１,５７５円

25ミリメートル

20ミリメートル

10ｍ
３
を

超える部

分１ｍ
３
に

つき

360円

8ｍ３を
超え15

ｍ３まで
の部分

１ｍ３に
つき

15ｍ３を
超え25

ｍ３まで
の部分

１ｍ３に
つき

６３０円６３円 ５０ミリメートル

25ｍ３を
超え40

ｍ３まで
の部分

１ｍ３に
つき

40ｍ３を
超える
部分１

ｍ３につ
き

（月　　額） （月　　額）

１３ミリメートル

口　　　径 口　　　径

　（調整案）
　
　　使用料、手数料等については、受益者負担のあり方、負担の公平性、あるいは財政状況を勘案しながら、項目別に調整を図るものとする。

　　（１）２市町における同一又は、同種の使用料、手数料等については、原則統一するものとし、新市の発足前に事前調整を行う。
　　（２）２市町における独自の使用料、手数料等については、他の使用料、手数料等との関係を考慮しながら、適切な負担を検討する。

①合併後２年間は、両市町それぞれの区域において現行の水道料金を
　採用し不均一とする。また、新市において財政計画に基づいた新料
　金体系の構築を図り、２年後には水道料金を統一する。

・水道メータ使用料については、宗像市の例による。



宗　像　市　・　玄　海　町　課　題　調　整　案

宗　　像　　市　　の　　現　　況 玄　　海　　町　　の　　現　　況

②水道利用加入金 ②水道利用加入金 ②　水道利用加入金については、宗像市の例による。

（水道利用加入金） （水道加入金）

第8条  給水装置の新設及び改造をする者は、水道メータの口径に従い、次に 第6条の２　給水装置を新設し、又は水道メーターの口径を増径しよう

  定める水道利用加入金を管理者に納入しなければならない。 　とする者は、前条に規定する費用負担のほか、新設又は増径する水

　道メーターの口径に応じ、次表に定める金額を水道利用加入金（以

①１戸（区画）の住宅（区画）の新設の場合 　下｢加入金｣という。）として納入しなければならない。ただし、特別の

　事情があると管理者が認めたときは、これを減免することができる。

（税込み） 上記の加入金には、消費税５％含む

②２戸（区画）の住宅（区画）の新設の場合 （口径１３ｍｍ）

戸（区画）数 水道利用加入金

１戸（区画）から１０戸（区画）まで １０５,０００円

１１戸（区画）から３０戸（区画）まで ２１０,０００円

３１戸（区画）以上 ３１５,０００円

（税込み）

③２戸（区画）の住宅（区画）の新設の場合 （口径２０ｍｍ）

戸（区画）数 水道利用加入金

１戸（区画）から3０戸（区画）まで ２９４,０００円

３１戸（区画）以上 ３１５,０００円

（税込み）

［　様　式　２　］

協議項目第９号 使用料・手数料の取扱い（その２）

調    整    内    容

２,６２５,０００円

５,２５０,０００円

加入金

１５７,５００円

２６２,５００円

加入金メーターの口径 メーターの口径

調　整　の　具　体　的　内　容

メータの口径

１３ミリメートル

水道利用加入金水道利用加入金

５,２５０,０００円

１３ミリメートルの
メータを基準に
メータ口径の流
量比により算定
した額

20ミリメートル

25ミリメートル

１０５,０００円

２９４,０００円

４７２,０００円

７５ミリメートル

１００ミリメートル
以上１,４１７,０００円４０ミリメートル

５０ミリメートル ２,１７３,０００円

メータの口径

13ミリメートル 50ミリメートル

20ミリメートル 75ミリメートル

25ミリメートル

40ミリメートル
100ミリメートル以上 管理者が定める

１,４１７,５００円

５２５,０００円



宗　像　市　・　玄　海　町　課　題　調　整　案

宗　　像　　市　　の　　現　　況 玄　　海　　町　　の　　現　　況 調　整　の　具　体　的　内　容

③手  数  料 ③手  数  料
（手数料） （手数料）
第36条   手数料は、以下のとおりとし、督促手数料を除き申込者から 第32条   手数料は、別表第2に定める区分により申込者から
   申込みの際徴収する。    申し込みの際これを徴収する。ただし、管理者がその必要が
2 省略    ないと認めた工事については、この限りではない。

別表第2（第32条関係）
種          類 単      位 手    数    料 単      位

１  この表に掲げるもののほか特別の費用を必要とするときは、
    実費を徴収する。
２  手数料は、特別の理由がない限り還付しない。

④配水管工事負担金 ・ ・ ・ 工事費の８０％を受益者が負担 ④配水管工事負担金 ・ ・ ・ 工事費の１００％を受益者が負担

（宗像市配水管工事負担金に関する規程 第５条 第１項 第１号） （玄海町水道事業給水条例　第６条 第２項）

１００円

［　様　式　２　］

協議項目第９号 使用料・手数料の取扱い（その２）

調    整    内    容

設計審査（竣工検査、材料確
認を含む）手数料

指定給水装置工事事業者指定

各種証明手数料

督促手数料 １回につき

１件につき

１件につき

１件につき

金       額

２,１００円

１０,０００円

１００円

設計審査手数料
材料検査手数料

竣工検査手数料

１件につき ２,０００円

金       額

１０,０００円

１００円１件につき

１件につき

各種証明手数料

指定給水装置工事
事業者指定手数料

③ ④ 手数料、配水管工事負担金については、宗像市の例による。



宗　像　市　・　玄　海　町　課　題　調　整　案

調　整　の　具　体　的　内　容

⑤ 下水道料金 ⑤ 下水道料金
使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の 使用料の額は、次表により算出した使用料の合計額（その金

量に応じて、別表に定めるところにより算定した額に１００分の 額に１０円未満の端数が生じたときは切り捨てた額）とする。

１０５を乗じて得た額とする。
（注…１０円未満の端数は切り捨て）

水洗便所を含む排水設備 １人当たり
料率 基本使用料 超過料金 一般 を設置して使用するもの １，０２０ 円

家庭 上記以外のもの １人当たり
区分 汚水量 料  金 汚水量 料  金 汚水量 料  金 ２９０ 円

使用水量（１立方ﾒｰﾄﾙ当り）
汚水 ８ｍ３ １，０１９ １２０ １３３ 事          業          者 １４５ 円

まで 円 円 円
上記の使用料には、消費税 ５．０％ を含む。

※この表の使用料は 超過料金
税抜き。

汚水量 料  金 汚水量 料  金

１６１ １９６
円 円

２．なし ・ 使用水量の認定については、宗像市の例により調整する。

［　様　式　２　］

使用料・手数料の取扱い（その２）

宗　　像　　市　　の　　現　　況 玄　　海　　町　　の　　現　　況

協議項目第９号

調    整    内    容

25ｍ
３
を超

え40ｍ
３
ま

での部分

１ｍ
３
につ
き

40ｍ
３
を超

える１ｍ
３

につき

区　　　　分 使用料（月額）

8ｍ
３
を超

え15ｍ
３
ま

での部分

１ｍ
３
につ
き

15ｍ
３
を超

え25ｍ
３
ま

での部分

１ｍ
３
につ
き

⑤ 下水道料金については、当面、宗像市の例により調整する。

（理由）
　下水道料金の調整については、水道料金と同様に、財政計画をもとに新
市の適正な料金体系の構築を図る必要がある。しかしながら、玄海町の下
水道整備計画（処理区域及び処理場、中継ポンプ場の建設等）は、合併
に伴い大幅に見直さなければならない。
　このため、新市において今後の事業計画等を考慮した中長期財政計画
を策定し、適正な料金体系を構築するまでの間、現行の料金体系を適用
するものである。
　また、現料金体系では、一般家庭については、宗像市は計量制（逓増
制）、玄海町は人頭制をとっているが、公平性の観点から料金体系は計量
制によることが望ましいため、宗像市の料金体系を適用する。

２．使用水量の認定について
 （１） 水道水以外の水（以下｢井戸水等｣という。）を使用する場合は、次の
とおりとする。
　　１） 事業所については、量水器を設置するものとする。
　　２） 事業所以外について、量水器を設置した場合は、これにより
　　　　 算定した使用水量とする。
　　３） ２）において量水器を設置しない場合は、１月の使用水量を

　　　　 ３０ｍ３とする。
 （２）　水道水と井戸水等を併用して使用する場合は、それぞれの水量を
加算したものとし、井戸水等の水量は次のとおりとする。
　　１） 事業所については、量水器を設置するものとする。
　　２） 事業所以外について、量水器を設置した場合は、これにより
　　　　 算定した使用水量とする。
　　３） ２）において量水器を設置しない場合は、１月の使用水量を

　　　　 １５ｍ３とする。



宗　像　市　・　玄　海　町　課　題　調　整　案

調　整　の　具　体　的　内　容

⑥ 手数料 ⑥　なし
種        別 金        額

設計手数料 １件につき ２，０００ 円
排水設備責任技術者登録 １件につき ３，０００ 円
手数料 継続１件につき ２，０００ 円
排水設備工事店指定手数料 １件につき ５，０００ 円

継続１件につき ２，０００ 円

⑦ 　排水設備改造資金貸付 ⑦ なし

宗像市排水設備改造資金貸付条例 第４条

資金の貸付額は、改造工事費の８０％を限度とする。

［　様　式　２　］

使用料・手数料の取扱い（その２）

宗　　像　　市　　の　　現　　況 玄　　海　　町　　の　　現　　況

協議項目第９号

調    整    内    容

⑥　手数料については、宗像市の例により調整する。

⑦　排水設備改造資金貸付については、宗像市の例により調整する。



宗　像　市　・　玄　海　町　課　題　調　整　案

調　整　の　具　体　的　内　容

⑧ごみ処理手数料（消費税込） ⑧ごみ処理手数料（消費税込）

家庭系（ポリ袋）　　　　　大４２円　　　　　小３１円 家庭系（におい付袋）　　　　　大１２０円　　　　　小　７０円

事業系（ポリ袋）　　　　　大６３円　　　　　小４２円 事業系（におい付袋）　　　　　大３００円　　　　　小２５０円

⑨粗大ごみ処理手数料（可・不燃） ５２０円/1ｾｯﾄ(消費税込） ⑨なし

⑩特定家庭用機器一般廃棄物処理手数料 ⑩なし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１,５６０円/１家電品(消費税込）

⑪し尿手数料 ⑪し尿手数料
普通便槽 ５１５円／人・月 普通便槽 ５１５円／人・月
クリーン便槽 ６０５円／人・月 クリーン便槽 ６０５円／人・月
計量制 ２５８円／１８㍑ 計量制 ２５８円／１８㍑
臨時収集 ４４８円／１８㍑ 臨時収集 ４４８円／１８㍑
加算料 ３２０円／ヶ所 加算料 ３２０円／ヶ所

⑫犬の登録手数料 ３,０００円／頭 ⑫犬の登録手数料 ３,０００円／頭

⑬狂犬病予防注射 ５５０円／頭 ⑬狂犬病予防注射 ５５０円／頭
    済票交付手数料     済票交付手数料

⑭犬の鑑札の再交付手数料 １,６００円／件 ⑭犬の鑑札の再交付手数料 １,６００円／件

⑮狂犬病予防注射済票再交付 ３４０円／件 ⑮狂犬病予防注射済票再交付 ３４０円／件

⑯動物の飼養又は収容の許可申請手数料　　　　８,０００円／件 ⑯動物の飼養又は収容の許可申請手数料　　　   ８,０００円／件
   

［　様　式　２　］

使用料・手数料の取扱い（その２）

宗　　像　　市　　の　　現　　況 玄　　海　　町　　の　　現　　況

協議項目第９号

調    整    内    容

（１個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関
し、同時に数件の申請が行われる場合にあっては、
当該件数を１件の申請とみなす。）

⑧　家庭系ごみ処理手数料については、宗像市の例による。
　
　　事業系ごみ処理手数料については、事前協議を行い合併までに調整する。

⑨、⑩　粗大ごみ処理手数料、特定家庭用機器一般廃棄物処理手数料に
　　ついては、宗像市の例による。

⑪～⑯　し尿手数料、犬の登録手数料、狂犬病予防注射済票交付手数料、
　　犬の鑑札の再交付手数料、狂犬病予防注射済票再交付については、
　　両市町に相違がないため、現行のとおりとする。

（１個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関
し、同時に数件の申請が行われる場合にあっては、
当該件数を１件の申請とみなす。）



宗　像　市　・　玄　海　町　課　題　調　整　案

宗　　像　　市　　の　　現　　況 玄　　海　　町　　の　　現　　況 調　整　の　具　体　的　内　容

◇都市産業小委員会

工　　種　　別 分担率 適　　　　　　　　用 工　　種　　別 分担率 適　　　　　　用
　かんがい排水 10 　かんがい排水（用水） 40/100以内 県単事業 宗像市の例により調整する。

100 50/100以内 町単事業
土 　農道整備 10 土 　農道整備 40/100以内 県単事業 宗像市の例により調整する。
地 100 地 50/100以内 町単事業
改 10 改 10/100以内 県営事業 宗像市の例により調整する。
良 　土地基盤整備 100 良 　土地基盤整備 ４0/100以内 県単事業
事 事 50/100以内 町単事業
業 10 溜池条例により市に譲渡 業 2/100以内 県営事業 宗像市の例により調整する。
　溜池改修 100 されたものについては 　溜池改修 10/100以内 県単事業

分担金はなし 50/100以内 町単事業
　林道及び付属工作物 なし ・該当なし 　林道及び付属工作物 なし 玄海町の例により調整する。

・率の設定は行っていない

補助残の 　林地崩壊防止施設 補助残の 玄海町の例により調整する。
　林地崩壊防止施設 50 5

100 100

補助残の 　災害復旧事業 補助残の 玄海町の例により調整する。
　災害復旧事業 50 30

100 100
 町営漁港施設及び付属工作物 6.25 新市において調整する。

100
 町営海岸防護施設及び付属工作物 新市において調整する。

 魚礁、築いそ施設（補助事業分）補助残の 新市において調整する。

25
100

［　様　式　２　］

協議項目第９号 使用料・手数料の取扱い（その２）

調    整    内    容

0

以内

以内

（理由）
農業は農産物の供給以外にも、国土の保全、水源涵養など多面的機能を有しており、
これらを十分に発揮させる必要がある。このため、土地改良事業などの受益者負担は
負担率の軽い方を基本に調整する。



宗　像　市　・　玄　海　町　課　題　調　整　案

宗　　像　　市　　の　　現　　況 玄　　海　　町　　の　　現　　況 調　整　の　具　体　的　内　容

○宗像市道路占用料徴収条例 ○玄海町道路占用料徴収条例
（占用料の額） （占用料の額） 道路法施行令第１９条の２（別表）では、その基準が甲、乙、丙に
第２条　占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、次の号に該当するも 第２条　占用料の額は、別表のとおりとし、次の各号により算定する。 分かれているが、市（政令市を除く）は乙であるため、新市でも乙
　　のについては、該当各号の定めるところによる。 （１）年額をもって定められている占用物件にかかる占用料は、占用の期 の基準となる。つまり新市の道路占用料は、宗像市の例により調
（１）占用期間に１月未満の端数があるときは、１月とみなす。 間が１年未満であるとき又はその期間に１年未満の端数があるときは、 整する。
（２）占用面積に１平方メートル未満の端数があるときは、１平方メートルに、 月割をもって算定し、なお、１ヶ月未満の端数があるときは、１ヶ月とし
占用の長さに１メートル未満の端数があるときは、１メートルにそれぞれ て算定する。 （占用料金の区分）
切り上げるものとする。 （２）月額をもって定められている占用物件の占用料の算定は、占用の期 甲： 東京都の特別区が存する区域や政令市、県庁所在地の一部
（３）占用料の総額が、100円未満の場合は、100円とする。 間が１ヶ月未満であるときは、これを１ヶ月として算定する。 乙： 甲以外の市

（３）占用面積に１平方メートル未満の端数があるときは、１平方メートルと 丙： 町及び村
して算定する。

別表 （４）占用の長さに１メートル未満の端数があるときは、１メートルとして算定
する。

別表（第２条関係）

［　様　式　２　］

協議項目第９号 使用料・手数料の取扱い（その２）

調    整    内    容

占　　　用　　　物　　　件 単　　位 占　用　料

第１種電柱 1,000 円
第２種電柱 1,600 円
第３種電柱 2,200 円
第１種電話柱 930 円
第２種電話柱 1,500 円
第３種電話柱 2,100 円
その他の柱類 72 円
共架電線その他上空に設ける線類 10 円
地下電線その他地下に設ける線類 5 円
路上に設ける変圧器 １個につき１年 700 円

地下に設ける変圧器 480 円

ＰＨＳ無線基地局 １基につき１年 495 円
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 1,400 円
郵便差出箱 600 円

広告塔 4,400 円

その他のもの 1,400 円

道路法第３２条
第１項第１号に
掲げる工作物

１本につき１年

長さ１ｍにつき１年

占用面積１㎡につき１
年

１個につき１年

占用面積１㎡につき１
年

表示面積１㎡につき１
年

占　　　用　　　物　　　件　　　等 単　　位 占用料

電　　　柱 680 円

電　話　柱（電柱であるものを除く。） 250 円

街頭（電柱又は電話柱であるものを除く。） 210 円

その他の柱類 1,075 円

変圧塔その他これに類する物及び公衆電話所 620 円

郵便差出箱 250 円

広告塔 2,125 円

送電塔 500 円

50 円

620 円

１本につき１年

１個につき１年

その他のもの

法第32条
第１項第
１号に掲
げる工作
物

占用面積１平方メート
ルにつき１年
長さ１メートルにつき
１年

表示面積１平方メート
ルにつき１年

占用面積１平方メート
ルにつき１年

（理由）
道路法施行令に準拠する必要があるため。



宗　像　市　・　玄　海　町　課　題　調　整　案

宗　　像　　市　　の　　現　　況 玄　　海　　町　　の　　現　　況 調　整　の　具　体　的　内　容

［　様　式　２　］

協議項目第９号 使用料・手数料の取扱い（その２）

調    整    内    容

外径が0.1ｍ未満のもの 48 円
外径が0.1ｍ以上0.15ｍ未満のもの 72 円

外径が0.15ｍ以上0.2ｍ未満のもの 95 円
外径が0.2ｍ以上0.4ｍ未満のもの 190 円
外径が0.4ｍ以上1.0ｍ未満のもの 480 円
外径が1.0ｍ以上のもの 950 円

階数が１のもの

階数が２のもの

階数が３以上のもの

上空に設ける通路 2,900 円
地下に設ける通路 1,500 円
その他のもの 1,400 円

祭礼・縁日等に際し、一時的に設けるもの 44 円

その他のもの 440 円

看　　　　　　　板 一時的に設けるもの 440 円

（アーチ型を除く。） その他のもの 4,400 円

標識 １本につき１年 1,100 円
旗ざお 祭礼・縁日等に際し、一時的に設けるもの １本につき１日 44 円

その他のもの １本につき１月 440 円

幕又は横断幕 祭礼・縁日等に際し、一時的に設けるもの 44 円

その他のもの 440 円

アーチ 車道を横断するもの 4,400 円

（ネオンを含む。） その他のもの 2,200 円
添架広告物 電柱等に取付けたもの 3,080 円

電柱等に巻付けたもの 1,540 円
電柱等に塗着したもの 1,540 円

道路法第３２条
第１項第３号及
び第４号に掲げ
る施設

鉄道・軌道・その他これらに類する施設及び歩廊・雪
よけその他これらに類する施設

道路法第３２条
第１項第６号に
掲げる施設

1,400 円

Aに0.003を乗じ
て得た額

Aに0.005を乗じ
て得た額

Aに0.006を乗じ
て得た額

道路法第３２条
第１項第５号に
掲げる施設

地下街及び
地下室

道路法第３２条
第１項第２号に
掲げる物件

道路法施行令第
７条第１号に掲
げる物件

水管・下水管
ガス管その他
これに類する
もの

長さ１ｍにつき１年

占用面積１㎡につき１
年

占用面積１㎡につき１
年

占用面積１㎡につき１
日

占用面積１㎡につき１
月

表示面積１㎡につき１
月

表示面積１㎡につき１
年

表示面積１㎡につき１
日

表示面積１㎡につき１
月

１基につき１月

表示面積１㎡につき１
年

外径が0.1メートル未満のもの 25 円

外径が0.1メートル以上0.2メートル未満のもの 50 円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの 100 円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの 250 円

外径が1メートル以上のもの 500 円

外径が0.2メートル未満のもの 62 円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの 120 円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの 310 円

外径が1メートル以上のもの 620 円

法第３２条第１項第３号に掲げる施設 500 円

法第３２条第１項第３号に掲げる施設 620 円

上空又は地下に設ける通路 1,075 円

その他のもの 620 円

祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの 22 円

その他のもの 213 円

一時的に設けるもの 213 円

その他のもの 2,125 円

標識 １本につき１年 500 円

祭礼・縁日等に際し、一時的に設けるもの １本につき１日 22 円

その他のもの １本につき１月 213 円

祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの 22 円

その他のもの 213 円

車道を横断するもの 2,125 円

その他のもの 1,075 円

213 円

62 円

法第35条に規定す
る事業のために設
けるもの、法第36
条に規定するも
の、及び令第９条
の規定する石油缶

法第32条
第１項第
２号に掲
げる物件

長さ１メートル

法第32条
第１項第
６号に掲
げる施設

令第７条第２号に掲げる工事用施設及び同条第３号に掲げる材料

令第７条第４号に掲げる仮設建築物及び同条第５号に掲げる施設

法第32条
第１項第
５号に掲
げる施設

令第７条
第１号に
掲げる物
件

占用面積１平方メート
ルにつき１年

表示面積１平方メート
ルにつき１月

１基につき１月

占用面積１平方メート
ルにつき１日
占用面積１平方メート
ルにつき１月

看板
（アーチであるも
のを除く。） 表示面積１平方メート

ルにつき１年

その面積１平方メート
ルにつき１日

幕（令第７条第２
号に掲げる工事用
施設であるものを
除く。）

その面積１平方メート
ルにつき１月

占用面積１平方メート
ルにつき１月

その他のもの

旗ざお

アーチ

140 円

道路法施行令第
７条第２号に掲
げる施設及び同
条第３号に掲げ
る材料

工事用板囲・足場・詰所・その他の工事用施設及び
土石、竹木、瓦その他工事用材料

道路法施行令第７条第４号に掲げる仮設建築物及び同条第５号に掲げる
施設

440 円
占用面積１㎡につき１
月

占用面積１㎡につき１
月



宗　像　市　・　玄　海　町　課　題　調　整　案

宗　　像　　市　　の　　現　　況 玄　　海　　町　　の　　現　　況 調　整　の　具　体　的　内　容

道路占用料減免規定 道路占用料減免規定
・ 現在差が生じているものに関しては、下記のように調整する。

○宗像市道路占用料徴収条例 ○玄海町道路占用料徴収条例
(占用料の減免) (占用料の減免) １） バス停留所標識及びバス待合所
第３条　市長は、次の各号に該当すると認めたときは、占用料を減免し、 第４条　町長は、次の各号に掲げる占用物件にかかるものについては、 宗像市 → 減免対象外
　　又はその徴収を延期することができる。 　　占用料を減免することができる。 玄海町 → 減免対象 （調整案）　減免対象
（１）雨水又は汚水を排除するために、必要な配水管を埋設するとき。 （１）法35条に規定する事業（道路法施行令（昭和27年政令第479号。
（２）沿道家屋から道路に出入りする通路の設置のために、法敷きを占用 以下「令」という。）第19条に規定するものを除く。）及び地方財政法 ２） 電柱等を支える支線または支線柱
するとき。ただし、1戸につき幅(道路に沿う長さ)4メートルを超えるも （昭和23年法律第109号）第6条に規定する公営企業に係るもの。 宗像市 → 減免対象
のを除く。 （２）公職選挙法（昭和25年法律第100号）による選挙運動のために使用 玄海町 → 減免対象外 （調整案）　減免対象
（３）国又は公共団体等で、収益を目的としないもの、又は市長が特別の する立札、看板その他の物件を設置するために占用するとき。
必要があると認めたとき。 （３）街灯、バス停留所標識及びバス待合所を設置するために占用する ３） ガス管等の各戸引込み用の管

とき。 宗像市 → 減免対象
○宗像市道路占用料徴収条例施行規則 （４）雨水若しくは汚水の排除又はかんがいに必要な施設を設置するた 玄海町 → 減免対象外 （調整案）　減免対象
(占用料の減免) めに占用するとき。
第２１条　占用料を減免する物件及び減免する額は、次の各号に掲げると （５）カーブミラー、くずかご、花壇、掲示板等で営利目的がなく、交通 ４） 敷地からの出入口設置のための法敷占用（幅が4m以下のもの）
　　おりとする。 安全、道路の美化その他公衆の利便に著しく寄与するものを設置 宗像市 → 減免対象
（１）宗像市道路占用料徴収条例第3条第1号又は第2号に規定するもの するために占用するとき。 玄海町 → 減免対象外 （調整案）　減免対象
全　額 （６）公共の用に供する道路の設けるために法敷を占用するとき。
（２）道路法第35条に規定する事業又は地方財政法(昭和23年法律第 （７）前各号に掲げるもののほか、第2条に規定する額の占用料を徴収す
109号)第6条に規定する公営企業に係るもの　　全　額 ることが著しく不適当であると認められる占用物件で町長がさだめる ・ 現在宗像市及び玄海町の減免規定にないもので、新市の状況を
（３）公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用す もの。 判断して、新たに減免の必要があるものに関しては、この機会に
る立札、看板等　　全　額 減免規定を設ける。
（４）占用物件である電柱又は電話柱を支えている支線、支柱又は支線柱

［　様　式　２　］

協議項目第９号 使用料・手数料の取扱い（その２）

調    整    内    容

（理由）
減免規定の統一が必要であるとともに、新市の状況を反映した減免規定にする必要があるため。
・調整内容の２）、３）、４）については現在玄海町でも減免を行っているが、条例への明記が
　ないためこれを明記する。
・１）に関しては、バス関係施設の減免措置について宗像市と同規模市を調査したところ、約半
　数が減免対象になっていた。この減免措置は、バス会社に採算性の低い路線を維持してもらう
　ために行われており、玄海町においても同様であるため減免することで統一する。



宗　像　市　・　玄　海　町　課　題　調　整　案

宗　　像　　市　　の　　現　　況 玄　　海　　町　　の　　現　　況 調　整　の　具　体　的　内　容

（６）公共的団体が設置する水管又は下水管　　全　額

（７）カーブミラー、くずかご、灰皿、掲示板等で営利目的がなく、交通の安

全、道路の美化その他公衆の利便に著しく寄与するもの　　全　額

（８）かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設

全　額

（９）営利目的のない家庭用の排水施設　全額

(10) 前各号に掲げるもののほか、慣行等から占用料を徴収することが不適

当又は占用者の申出により減額を相当と市長が認めたもの

全額又は一部

［　様　式　２　］

協議項目第９号 使用料・手数料の取扱い（その２）

調    整    内    容



宗　像　市　・　玄　海　町　課　題　調　整　案

宗　　像　　市　　の　　現　　況 玄　　海　　町　　の　　現　　況 調　整　の　具　体　的　内　容

屋外広告物法に基づき、美観風致の維持及び公衆に対する危害を 屋外広告物法に基づき、美観風致の維持及び公衆に対する危害を ・ 屋外広告物については、表示の禁止地域、禁止物件、許可地域
防止する観点から規制を行う。 防止する観点から規制を行う。 があるが、市は許可地域となるため、新市でも全域が許可地域と

なるので、屋外広告物の申請地域は、宗像市の例により調整する。
屋外広告物法（昭和２４年６月３日法律１８９号） 屋外広告物法（昭和２４年６月３日法律１８９号）
福岡県屋外広告物条例（昭和２４年９月３日条例第６６号） 福岡県屋外広告物条例（昭和２４年９月３日条例第６６号）

・ 屋外広告物の取り扱いについては、都市計画決定の有無により
以下のような違いが出てくるので、その有無で調整をする。

平成１１年度実績    許可申請    ７０件 平成１１年度実績    許可申請    ０件

（１）都市計画決定がされている地域
[福岡県屋外広告物条例第２条第5号及び第６号における申請] 広告物そのものの規格、設置する位置（設置間隔など）に

制限が加わる。
《　許可申請手数料　》

（２）都市計画決定がされていない地域
規格、設置する位置などに制限はない。

［　様　式　２　］

協議項目第９号 使用料・手数料の取扱い（その２）

調    整    内    容

（理由）
屋外広告物法及び福岡県屋外広告物条例に準拠する必要があるため。

区　　　　分 種　別 単　位 手　数　料 適　　用

はり紙 1枚 5円

はり札 1枚 １０円

広告幕 1枚 ４００円

立看板 1個 ２００円

アドバルーン 1個 １，０００円

電柱を利用する広告物 1個 ２００円



宗　像　市　・　玄　海　町　課　題　調　整　案

宗　　像　　市　　の　　現　　況 玄　　海　　町　　の　　現　　況 調　整　の　具　体　的　内　容

［　様　式　２　］

協議項目第９号 使用料・手数料の取扱い（その２）

調    整    内    容

１㎡未満 ２００円

１㎡以上
２㎡未満

４００円

２㎡以上
５㎡未満

８００円

５㎡以上
１０㎡未満

１，６００円

１０㎡以上
２０㎡未満

1個 ３，２００円

広告板、広告塔、その他
の広告物

２０㎡以上
３０㎡未満

５，０００円

３０㎡以上
５０㎡以下

８，０００円

５０㎡を超え
るもの

8,000円に５
０㎡を超える
面積（1㎡未
満の端数を
生じる場合
は、1㎡に切
り上げた面
積）について
は1㎡につき
200円を乗じ
て得た金額
を合算した
金額。ただ
し、その額が
50,000円を
超えるとき
は50,000円
とする。

証明を伴うものにつ
いては、上記各号
に定める額に１０割
を加算するものとす
る。



宗　像　市　・　玄　海　町　課　題　調　整　案

宗　　像　　市　　の　　現　　況 玄　　海　　町　　の　　現　　況 調　整　の　具　体　的　内　容
○　公営住宅 ○　公営住宅

戸当り 近傍同種 平均 戸当り 近傍同種 平均

床面積(㎡) 家賃(円) 家賃(円) 床面積(㎡) 家賃(円) 家賃(円)

11,900 4,100 8,500 3,175

20,500 9,300 8,800 3,793

26,000 10,200 9,500 3,883

29,700 10,700 10,500 4,012

32,200 11,400 9,500 4,700

37,400 11,500 28,400 8,133

34,600 13,600 43,600 13,375

44,800 15,300

簡耐平屋 27,900 5,400 ○　改良住宅

78,700 32,100 限度額 平均

77,600 床面積(㎡) 家賃(円) 家賃(円)

77,500 6,187 3,268

78,000 5,777 3,367

77,900

69,200 11,200

※　建設年度は建設工事着工年度（国債は初年度）とする。

※　近傍同種家賃は平成12年度分とする。

※　限度額家賃は平成12年度分とする。

71,000 15,200 ※　平均家賃は各入居世帯の家賃合計を戸数で除したものとし、100円未満切り捨てとする。

73,800 15,900

74,800 28,900

95,400 18,400

95,300

※　建設年度は建設工事着工年度（国債は初年度）とする。

※　近傍同種家賃は平成12年度分とする。

※　平均家賃は各入居世帯の家賃合計を戸数で除したものとし、100円未満切り捨てとする。

［　様　式　２　］
協議項目第９号 使用料・手数料の取扱い（その２）

調    整    内    容

79.40

79.92

79.97

79.90

79.58

79.82

79.49

79.59

79.59

79.99

79.66

79.80

79.47

75.00

74.81

79.80

79.47

48.24

79.70

72.92

71.69

ＲＣ4階

ＲＣ3階

ＲＣ3階

ＲＣ3階

6

南郷 Ｈ.7

Ｈ.8

徳重

平野

Ｈ.7

Ｈ.8

Ｈ.11

3

2

2

2

3

6

10

3

2

4

5

10（1）

8

6

2

4

８（1）

10（1）

2

4（2）

建替完了

構造

簡耐2階

木造平屋 32.63

44.94

42.74

55.47

55.47

55.47

建替事業中

新規建設

建替完了

建替完了

解体済み

備考

用途廃止予定

建替予定

建替事業中

55.47

64.92

戸数

(内空家数)

6(3)須恵

平原

野添

後曲

ゆり

団地名 建設年度

Ｓ.43

Ｓ.47

Ｓ.48

Ｓ.51

Ｓ.52

Ｓ.53

Ｓ.54

Ｓ.57

Ｓ.50

Ｓ.51

Ｈ.6

20

10

7

10

4

10

10

団地名

荒開

今門

原

第2原

4団地

建設年度

Ｓ.42

Ｓ.43

Ｓ.44

Ｓ.45

Ｓ.44

Ｓ.52

Ｓ.63

69

8

15

12

16

備考

8

6

4

簡耐平屋

簡耐2階

構造戸数

(内空家数)

木造平屋

33.12

33.12

31.40

31.40

90

建替予定

建替予定

建替予定

建替予定

31.00

58.00

59.87

木造平屋

簡耐平屋

2団地

建設年度

Ｓ.46

Ｓ.47

戸当り

41.92

40

団地名

桜町

8団地 179（8）

建替予定

備考

41.92

戸数

(内空家数)

50

構造

簡耐2階

　公営住宅の家賃については、公営住宅法の規定に基づき定める
ものとする。

　　○市町村立地係数については、公営住宅法の規定による。
　　　　（宗像市0.75　玄海町0.7）
　
　　○規模係数については、公営住宅法の規定による。
　
　　○経過年数係数については、公営住宅法の規定による。

　　○利便性係数については、合併時に調整を図る。
　　　・０．７＋立地係数＋設備係数
　　　・立地係数＝固定資産税評価相当額を比例按分する。＝０．１
　　　・設備係数＝浴槽設備の有無で加算する。＝０．２

    ○改良住宅については、市町営住宅との整合性を図りながら、
      合併までに調整する。


